
個別の論点等について

（※） サービスの類型をはじめ、今後異同が生じることがある。



議論の整理における基本的考え方

○ 労働市場全体でのマッチング機能を高めていくため、ハローワークや職

業紹介事業者に加えて、求人メディアや新たな雇用仲介サービスを含め、

労働市場の全体像を把握し、雇用対策を行っていくことが重要。

○ 職業生活の充実に資するよう、求職者や潜在的な求職者など、働く意欲

を持つ方の立場に立って、雇用仲介サービスを行う者が守るべきルール等

を整備する。

○ ＩＴ技術を駆使してマッチング機能を高めている新たな雇用仲介サービ

スについて、労働市場において果たしている一定の役割を評価し、

イノベーションを阻害しないことに留意しつつ、ユーザーが安心して利

用できる環境を整備する。
１



○労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)

(目的)

第一条 この法律は、国が、少子高齢化による人口構造の変化等の経済社会情勢の変化に対応して、労働に関し、その政策全般にわたり、必

要な施策を総合的に講ずることにより、労働市場の機能が適切に発揮され、労働者の多様な事情に応じた雇用の安定及び職業生活の充実

並びに労働生産性の向上を促進して、労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、これを通じて、労働者の職業の

安定と経済的社会的地位の向上とを図るとともに、経済及び社会の発展並びに完全雇用の達成に資することを目的とする。

２ この法律の運用に当たつては、労働者の職業選択の自由及び事業主の雇用の管理についての自主性を尊重しなければならず、また、職業

能力の開発及び向上を図り、職業を通じて自立しようとする労働者の意欲を高め、かつ、労働者の職業を安定させるための事業主の努力

を助長するように努めなければならない。

(定義)

第二条 この法律において「職業紹介機関」とは、公共職業安定所(職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)の規定により公共職業安定

所の業務の一部を分担する学校の長を含む。)、同法の規定により無料の職業紹介事業を行う地方公共団体及び同法の規定により許可を受

けて、又は届出をして職業紹介事業を行う者をいう。

(国の施策)

第四条 国は、第一条第一項の目的を達成するため、前条に規定する基本的理念に従つて、次に掲げる事項について、総合的に取り組まなけ

ればならない。

一～五 （略）

六 労働者の職業選択に資するよう、雇用管理若しくは採用の状況その他の職場に関する事項又は職業に関する事項の情報の提供のために

必要な施策を充実すること。

七～十五 （略）

十六 前各号に掲げるもののほか、職業の安定、産業の必要とする労働力の確保等に資する雇用管理の改善の促進その他労働者がその有す

る能力を有効に発揮することができるようにするために必要な施策を充実すること。

２・３ （略）

(雇用情報)

第十一条 厚生労働大臣は、求人と求職との迅速かつ適正な結合に資するため、労働力の需給の状況、求人及び求職の条件その他必要な雇用

に関する情報(以下「雇用情報」という。)を収集し、及び整理しなければならない。

２ 厚生労働大臣は、雇用情報を、求職者、求人者その他の関係者及び職業紹介機関、職業訓練機関、教育機関その他の関係機関が、職業の

選択、労働者の雇入れ、職業指導、職業紹介、職業訓練その他の措置を行うに際して活用することができるように提供するものとする。

３ 厚生労働大臣は、雇用情報の収集、整理及び活用並びに利用のための提供が迅速かつ効果的に行われるために必要な組織を維持し、及び

整備しなければならない。 ２



人材サービスの整理について

３



法的な区分

「議論の整理」（第12回資料の記載）

・ プラットフォーム等を用いた新たなサービスについて、サービスの機能や性質に着目
して、既存の雇用仲介事業と対比しながら、一定の法的整理を行うことが必要。

‣ 職業紹介に近いオプションを持つ募集情報等提供の法的位置づけ。

‣ 募集情報等提供とプラットフォームの区別。

‣ 職業紹介、募集情報等提供、委託募集についての一定の整理。

○職業安定法

第４条第１項 この法律において「職業紹介」とは、
求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者の間の
雇用関係の成立をあつせんすることをいう。

第４条第６項 この法律において「募集情報等提供」
とは、労働者の募集を行う者若しくは募集受託者の依
頼を受け、当該募集に関する情報を労働者となろうと
する者に提供すること又は労働者となろうとする者の
依頼を受け、当該者に関する情報を労働者の募集を行
う者若しくは募集受託者に提供することをいう。

第36条第１項 労働者を雇用しようとする者が、その
被用者以外の者をして報酬を与えて労働者の募集に従
事させようとするときは、厚生労働大臣の許可を受け
なければならない。

○労働省告示平成11年第141号 第５ 六(二)

次のいずれかに該当する行為を事業として
行う場合は、職業紹介事業の許可等が必要

イ 提供される求職者に関する情報若しくは
求人に関する情報の内容又は提供相手につ
いて、あらかじめ明示的に設定された客観
的な条件に基づくことなく当該者の判断に
より選別又は加工を行うこと。

ロ 当該者から、求職者に対する求人に関す
る情報に係る連絡又は求人者に対する求職
者に関する情報に係る連絡を行うこと。

ハ 求職者と求人者との間の意思疎通を当該
者を介して中継する場合に、当該意思疎通
の内容に加工を行うこと。

４



法的な区分

○関東求人情報センター事件

（最高裁昭和五五年（あ）第一〇〇九号同五七年四月二日第二小法廷決定・刑集36巻４号538頁）

被告人らは、「日本求人協会」のちには「関東求人情報センター」という名称（以下「協会」とい

う。）を使用し、求職の申込みをした者を事務所備え付けの求職者リストにその氏名、住所、年齢

、学歴、希望職種等を記入して登載し、いつでも求人者に紹介することができる態勢を整えたうえ

、契約金を支払つて協会の会員となつた求人者に対し「求職新聞」又は「購読者リスト」と題する

求職者の名簿（前記の求職者リストから選び出した数名の求職者の氏名等を記載したもの）を交付

して求職者の氏名等を知らせるとともに、求人者の採用面接の段階で必要となる「面接案内書」及

び「面接通知書」も被告人らにおいて準備するなどの便宜を図り、もつて求人者をして求職者と面

接するように仕向けた、というのであるから、被告人の右所為は職業安定法三二条一項にいわゆる

「職業紹介」にあたるものというべき

○東京・エグゼクティブ・サーチ事件

（最高裁平成三年（オ）第一九四三号平成六年四月二二日第二小法廷判決・民集48巻３号944頁）

職業安定法にいう職業紹介におけるあっ旋とは、求人者と求職者との間における雇用関係成立の

ための便宜を図り、その成立を容易にさせる行為一般を指称するものと解すべきであり（最高裁昭

和二八年（あ）第四七八七号同三〇年一〇月四日第三小法廷決定・刑集九巻一一号二一五〇頁）、右

のあっ旋には、求人者と求職者との間に雇用契約を成立させるために両者を引き合わせる行為のみ

ならず、求人者に紹介するために求職者を探索し、求人者に就職するよう求職者に勧奨するいわゆ

るスカウト行為（以下「スカウト行為」という。）も含まれるものと解するのが相当である。

５



（平成12年局長通達）

民間企業が行うインターネットによる求人情報・求職者情報提供と職業紹介との区分に関する基準
Ⅲ インターネットによる求人情報・求職者情報提供は、次の１から３までのいずれかに該当する場合には、職業紹介に
該当する。
１ 提供される情報の内容又は提供相手について、あらかじめ明示的に設定された客観的な検索条件に基づくことなく情
報提供事業者の判断により選別・加工を行うこと。
２ 情報提供事業者から求職者に対する求人情報に係る連絡又は求人者に対する求職者情報に係る連絡を行うこと。
３ 求職者と求人者との間の意思疎通を情報提供事業者のホームページを介して中継する場合に、当該意思疎通のための
通信の内容に加工を行うこと。

Ⅳ Ⅲのほか、情報提供事業者による宣伝広告の内容、情報提供事業者と求職者又は求人者との間の契約内容等から判断
して、情報提供事業者が求職者又は求人者に求人又は求職者をあっせんするものであり、インターネットによる求人情
報・求職者情報提供はその一部として行われているものである場合には、全体として職業紹介に該当する。

求職者又は求人者が情報提供事業者のホームページを経由して電子メールで応募又は勧誘を行うことを可能とする例
情報提供事業者のホームページ上にある求人の求人者又は求職者に対し、求職者又は求人者が当該ホームページを経由

して電子メールを送信することにより直接オンライン上で応募又は勧誘できる仕組みを設ける場合には、情報提供事業者
が通信内容に加工を行うものではなく、求職者又は求人者に対して必要なメールアドレスを提供しているに過ぎず、この
ことによって職業紹介に該当するものではない。
なお、当該電子メールについて情報提供事業者がフォームを定め、求職者又は求人者が当該フォームに必要事項を順次

入力して作成する方式による場合も同様である。

例b

求職者及び求人者に対し職業紹介事業としての宣伝広告を行う例
情報提供事業者が、「貴方にふさわしい仕事を面倒見る」、「貴社に最適の人材を紹介する」等とうたって求職者又は

求人者を募り、当該求職者又は求人者に対し、あっせんしようとする求人又は求職者の事業所名、氏名、電話番号等をイ
ンターネットを通じて提供することは、全体として職業紹介に当たる。

例c

情報提供事業者が自ら応募又は採用の勧奨等を行う例
情報提供事業者が、自ら積極的に求職者又は求人者に連絡を行い、応募又は採用の勧奨、採用面接日時の調整、情報の

追加的提供等を行うことは、雇用関係成立のための便宜を図るものといえ、職業紹介に該当する。
なお、これらを全てオンライン上で行うとしても、情報提供事業者と求職者又は求人者との連絡手段として従来の面談、

電話、ファックス、郵便等の代わりに電子メールを用いるに過ぎず、職業紹介に該当するか否かの判断に影響を与えるも
のではない。

例a

例a

例c

例b

６



（参考）雇用仲介等に関する現行のルール

義務等の内容 根拠条文等 職業紹介
募集情報等
提供

労働者募集 求人者

総論

人種等を理由とした差別的取扱いの禁止 第3条 ○ ― ― ―

職業安定機関と職業紹介事業者等の協力の努力
義務

第5条の2 ○ ― ― ―

求職者等の個人情報の取扱いの義務 第5条の4 ○ ―（指針） ○ ○

労働争議への不介入 第34条等 ○ ―（指針） ○ ―

秘密を守る義務等 第51条等 ○ ― ○ ○

労働条件
明示関係

労働条件等の明示の義務 第5条の3①・② ○ ― ○ ○

労働条件等の変更明示の義務 第5条の3③ ― ― ○ ○

募集内容の的確な表示の努力義務 第42条 ― ○ ○ ―

労働条件等の明示に関する罰則 第65条 ○ ― ○ ○

職業紹介等
関係

求人の申込みの原則全件受理の義務 第5条の5 ○ ― ― ―

求職の申込みの原則全件受理の義務 第5条の6 ○ ― ― ―

取扱職種の範囲等の届出、取扱職種の範囲等の
明示

第32条の12等 ○ ― ― ―

適格紹介の努力義務 第5条の7 ○ ― ― ―

許可の取得、許可証の備付け、変更の届出、名
義貸しの禁止、帳簿の備付け、事業報告 等

第30条等 ○ ― △ ―

手数料（求職者からの手数料受領の禁止、上限
手数料又は届出手数料）

第32条の３ ○ ―（指針） ― ―

職業紹介責任者の選任 第32条の14 ○ ― ― ―

募集に係る
報酬規制

委託募集の許可の取得、報酬の認可の取得 等 第36条 ― ― ○ ―

報酬受領の禁止 第39条 ― ― ○ ―

報酬の供与の禁止 第40条 ― ― ○ ― ７



人材サービスの類型について

（※）類型ごとの事業例を記載しており、ヒアリング対象企業のビジネスモデルとは一致しない点がある。

職業紹介

・ 求職及び求人の申込みを受け、雇用関係の成立をあっせんする。

・ 職業安定法に基づく許可が必要。

・ 求職者及び求人企業の希望をもとに、適合する相手をマッチング。

・ 面接の日程調整やキャリアコンサルティングも実施。

職業紹介事業者求職者 求人企業
求職者情報登録 求人情報登録

マッチング
求職者の紹介求人企業の紹介

概要

課金体系

・ 成功報酬が多く、入職者の年収の30％程度を求人企業が支払うことが多い。

・ 一部職種や高年収の求職者を除いて、求職者からの手数料徴収は禁止されている。

８



人材サービスの類型について

（※）類型ごとの事業例を記載しており、ヒアリング対象企業のビジネスモデルとは一致しない点がある。

委託募集

・ 企業等がその被用者以外を労働者の募集に従事させるもの

・ 募集主の側で、有料で委託する場合は職業安定法に基づく許可、無料で委託する場合は職業安定
法に基づく届出が必要

・ 募集受託者は求職者に対して被用者となることの勧誘を行う

募集受託者求職者 求人企業
勧誘 募集の委託

応募

概要

課金体系

・ 有料で委託する場合、その報酬の額についてはあらかじめ職業安定法に基づく認可が必要

・ 求職者からの手数料徴収や、募集受託者から求職者への報奨金の供与は禁止されている

９



人材サービスの類型について

（※）類型ごとの事業例を記載しており、ヒアリング対象企業のビジネスモデルとは一致しない点がある。

求人メディア

・ 求人企業の依頼を受け、求人情報の作成や掲載を行う。

・ 求職者は自ら求人情報を検索し、応募する。

・ 求職者の情報やサイト内の行動をもとに、検索結果の並び替えやリコメンドを行う場合もある。

概要

課金体系

・ 定額制やクリック課金による広告掲載料の徴収が多く、求人企業が支払う。

・ 求職者が手数料を支払うサービスはほとんどない。

求人メディア求職者

検索

求人企業

求人企業
求人情報登録

求人情報登録

応募

リコメンド

取材・確認

10



人材サービスの類型について

（※）類型ごとの事業例を記載しており、ヒアリング対象企業のビジネスモデルとは一致しない点がある。

人材データベース

人材データベース求職者

求職者情報登録

職業紹介事業者

求人企業

求人情報登録・
検索

検索

紹介

リコメンド

リコメンド

スカウト

スカウト

クローリング

・ 求職者や潜在求職者の情報を、求人企業や職業紹介事業者に対して提供。

・ 求人企業や職業紹介事業者が求職者情報を検索し、スカウトを送付。

・ 求職者が自ら情報を登録するだけでなく、候補者の情報をクローリング・収集するサービスもある。

・ 条件に合致する求職者を求人企業等にリコメンド、ランク付けして提示する場合もある。

概要

課金体系

・ 定額制や成功報酬、スカウト送信従量制など、求人企業等の支払う手数料の態様は様々。

・ 求職者が定額の利用料を支払う場合も存在する。

11



人材サービスの類型について

（※）類型ごとの事業例を記載しており、ヒアリング対象企業のビジネスモデルとは一致しない点がある。

アグリゲーター

アグリゲーター求職者 求人メディア

検索

職業紹介事業者

求人企業
求人情報登録

応募
クローリング

応募

紹介リコメンド

・ 求人企業や職業紹介事業者、求人メディアが求人情報を登録。

・ 求人企業や職業紹介事業者、求人メディア等がインターネット上に公開する求人情報もアグリゲー
ターがクローリング・収集する。

・ 求職者は自ら求人情報を検索し、応募する。

・ 求職者の情報やサイト内の行動をもとに、検索結果の並び替えやリコメンドを行う場合もある。

概要

課金体系

求人情報登録

・ 定額制やクリック課金による広告掲載料の徴収が多く、求人企業や求人メディアが支払う。

・ 求職者が手数料を支払うサービスはほとんどない。

12



人材サービスの類型について

（※）類型ごとの事業例を記載しており、ヒアリング対象企業のビジネスモデルとは一致しない点がある。

ＳＮＳ

ＳＮＳ

職業紹介事業者求職者

求人企業潜在求職者

情報登録・投稿情報登録・投稿

情報登録・投稿情報登録・投稿

情報提供情報提供

・ 求職者、求人企業、職業紹介事業者を含め不特定多数の利用者が、自らの情報を開示するプラッ
トフォーム。

・ 利用者同士がＳＮＳ内で意思疎通できる。

・ 求人情報として投稿することを目的とした機能を有するサービス（採用プラットフォーム）も存
在する。

・ 利用者の登録情報や閲覧履歴を基に表示される情報も変化。

概要

課金体系
・ 定額制やクリック課金による広告掲載料、スカウト送信従量制など、求人企業等の支払う手数料
の態様は様々。

・ 求職者が定額の利用料を支払う場合も存在する。
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人材サービスの類型について

（※）類型ごとの事業例を記載しており、ヒアリング対象企業のビジネスモデルとは一致しない点がある。

スポットマッチング

スポットマッチング求職者 求人企業

求職者情報登録

求人情報登録検索

応募≒雇用契約成立

・ 求人企業が短時間の求人情報を登録する一方で、求職者もあらかじめ自らの情報を登録する。

・ 選考過程がほとんどなく、求職者の応募により、アプリ等のサービス内でマッチングが成立。

・ サービス内に蓄積された求人者・求職者評価などの情報も提供される。

・ 給与の立替払い機能が付加されているサービスも存在する。

概要

課金体系

・ 成功報酬により、求人企業が手数料を支払う場合が多い。
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人材サービスの類型について

（※）類型ごとの事業例を記載しており、ヒアリング対象企業のビジネスモデルとは一致しない点がある。

クラウドソーシング

クラウドソーシング受注者 発注者

情報登録 タスク登録

検索 検索

業務委託契約

・ 業務委託契約を締結する発注者と受注者のプラットフォーム。

・ 発注する業務・タスク情報を登録する発注者と、自分のスキル情報を登録する受注者が、互いの
情報を検索することができる。

・ サービス内に蓄積された求人者・求職者評価などの情報も提供される。

・ 税務や代金回収など、受注者のバックオフィスとしての機能を有するサービスも存在する。

概要

課金体系

・ 成功報酬により、発注者が発注額の何割かを手数料として支払う場合が多い。
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新しいサービスの把握等

「議論の整理」（第12回資料の記載）

・ これまで人材サービスを提供していなかった事業者が参入し、比較的参入が容易な領
域となっている。労働市場において雇用仲介サービスを行う者が守るべきルールを明確
にすべき。

・ 多種多様なサービスが展開されている中で、一定の基準を満たす事業者を認定し、求
職者と求人者の双方に対して利用を促すべき。

・ 新しいサービスを展開している事業者を把握できていないことは問題であり、イノベ
ーションを阻害しない形での把握の仕組みの導入を検討するべき。

＜現行の制度＞

職業紹介事業
募集情報等
提供事業

委託募集
（参考）

労働者派遣事業

参入
許可制
届出制（特別の法人、学校等）
通知（特定地方公共団体）

ー
許可制（有料）
届出制（無料）

許可制

事業把握
帳簿の備付け
事業報告（年１回）

ー 募集報告（年１回）
帳簿の備付け
事業報告（年１回）

責任者 職業紹介責任者 ー ー
派遣元責任者
派遣先責任者
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新しいサービスの把握等

○求人情報提供ガイドライン適合メディア宣言（62社 128メディア）

求人情報提供の適正化推進事業（委託事業）により、

平成29年度に構築された「求人情報提供ガイドライン」について、同ガイドラインに沿った業務運営を

行うことを社会に対し意思表明し、適正化の取組を進めていく制度

○職業紹介優良事業者認定制度（39社）

経営の安定性、法令遵守の徹底、業務の適性運営等審査要件満たした事業者を、

職業紹介優良事業者として認定する委託事業

【許可事業者向け】

○医療・介護・保育分野適合紹介事業者宣言（367社）

医療・介護・保育分野の有料職業紹介事業を行っている事業者から、

職業安定法及び職業安定法に基づく指針を遵守することを宣言いただく取組み

今後、当該事業を行うことを予定している有料職業紹介事業者も宣言することが可能

【許可事業者向け】

○優良派遣事業者認定制度（152社）

法令遵守、派遣社員のキャリア形成支援やより良い労働環境の確保、派遣先でのトラブル予防など、

派遣社員と派遣先の双方に安心できるサービス基準を満たした事業者を

優良派遣事業者として認定する委託事業

【許可事業者向け】
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